
〇 新規  本依頼書のとおり、給⾷費等を私名義の指定預⾦⼝座から⼝座振替の⽅法により⽀払うこととしたいので、裏⾯規定を確認のうえ依頼します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　預金口座振替規定

１．私が口座振替を依頼した表記の取扱いについては、私の指定預金口座から以下のとおり引落しのうえお支払ください。
　 　私が支払うべき給食費等の請求については、貴金庫に請求書が送付された場合は、私に通知することなく、請求書の
　　記載金額を所定の振替日に学校へお支払ください。

２．指定預金口座の残高が支払日において請求金額に満たないときは、私に通知することなくその旨を学校へ連絡し、引落
　　の取り止め等貴金庫が適当と認める方法で処理が行われてもさしつかえありません。

３．この引落しにかかる領収書の発行および電話通知等は省略してもさしつかえありません。

３．引落しにあたっては、預金規定または当座勘定規定にかかわらず通帳および普通預金払戻請求書の提出はいたしま
　　せん。

４．私の指定預金口座からの引落しにあたっては、貴金庫所定の順位で引落してください。

５．貴金庫の都合により、振替日に指定預金口座から引落しできなかったときは、この日以外の日に引落し振替えても異議
　　ありません。

６．この依頼書に記載した事項に変更が生じたときには、直ちにその旨を貴金庫にお届けします。

７．この預金口座振替契約を解約するときは、貴金庫所定の書面によりお届けします。なお、この届出がないまま、私が指
　　定預金口座を解約した場合、また長期にわたり引落し請求がない場合、その他、貴金庫が必要と認めたときは、私に通
　　知することなくこの契約を解除されても異議ありません。

８．この取扱いについて、かりに紛議が生じても、貴金庫には迷惑をかけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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